
令和 7 年 4 月 21 日
ご家族の皆様へ

とちぎメディカルセンター介護老人保健施設 とちぎの郷
施設長 下枝 宣史

面会制限の緩和について

時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素よりとちぎの郷の施設運営においては、ご理
解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

一昨年 5 月より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが 5 類とされ、世間一般では
マスクの着用や消毒等の感染対策の大幅な緩和が進んでいるものの、当施設のような高齢者施設に
おいては、いまだに感染拡大のリスクが高い状況にあります。

しかしながら、入所者ご本人やご家族からの面会緩和の要望にお応えし、当施設において、感染
防止対策を継続しつつ、4 月 21 日（月）より下記のとおり面会緩和をすることといたしました。

なお、今後の感染状況によっては再度、面会制限をさせていただく場合がありますのでご承知お
きください。

記

1. 面会方法：洗濯物の入れ替え時のみ予約の必要なしで、面会可となります。
2. 面会時間： ９：00～17：00  1 回の面会は 15 分程度（日・祝日以外）
3. 面会場所：各居室（ホールまで出てこられる利用者様はホールでお願いいたします）
4. 面会人数：2 名まで（中学生以上の方）

＜面会時のお願い＞
1. 発熱や体調不良の方はご遠慮ください。
2. 施設入り口にある「面会受付簿」にご記入及び体温測定・手指消毒をお願いいたします。
3. 必ず、不織布マスクの着用をお願いいたします。
4. 飲食物のお持ち込みや飲食はご遠慮ください。

以上


